
  

令和６年 年頭の辞  

 

九州運輸局自動車技術安全部長  福島 和則  

 

 新春を迎えるにあたり、謹んで新年のご挨拶を申し

上げます。  

 

はじめに、昨年７月の久留米市における豪雨災害な

どにより被災された方々に、謹んでお見舞い申し上げ

ます。  

 

 令和６年の年頭にあたり、自動車技術安全部の業務

に関する抱負を述べさせていただきます。  

 

自動車の検査・登録については、昨年より「自動車検査証の電子化」が

始まっております。  

電子車検証への切替え後には、一部の登録手続についてはワンストップ

サービス（ＯＳＳ）を、継続検査については「特定記録等事務代行制度」

を利用することにより、運輸支局等へ来訪することなく手続きを完了する

ことが可能となりますので利便性が高まります。  

引き続きワンストップサービス（ＯＳＳ）の普及と利便性向上に努めて

まいりますので、ご協力をお願いいたします。  

 

自動車の安全性の確保及び公害の防止に関しては、独立行政法人自動車

技術総合機構と連携し適切な検査業務を行うとともに、関係機関・団体の

協力のもと、「自動車点検整備推進運動」「不正改造車を排除する運動」を

推進してまいります。  

また、街頭検査を積極的に展開することにより自動車の適切な保守管理

の推進、不正改造車の排除を図ると共に、「可搬式ナンバー自動読取装置」

を活用し、公道を走行する車検切れ車両のドライバーに直接指導、警告を

行うことで、車検切れ車両による運行を抑止します。  

 

自動運転については、交通事故の防止、地域公共交通の維持など安全か

つ円滑な移動手段として、官民が連携し、その実用化に向けた技術開発・

安全基準の策定等が進められております。  

管内においても多くの地域で実証実験が計画されており、安全基準の確

保及び技術的な協力を行う等、自動運転車の実用化に向けた取り組みを進

めてまいります。  

さらにリコール制度の適正な運用及びリコールの迅速かつ確実な実施の

ため、情報収集の強化に努めてまいります。  



  

 

自動車特定整備事業については、電子制御装置の認証取得が、令和６年

３月末までと迫っており、今後も、電子制御装置に関する認証取得の促進

に取り組んでまいります。  

また、令和６年１０月以降、継続検査についてＯＢＤ（車載式故障診断

装置）を活用した新たな自動車検査制度が本格運用となりますが、これが

円滑かつ適正に開始できるよう準備を進めてまいります。  

 

指定自動車整備事業者による不正行為の通報等があっていることから、

より一層の指導監督の徹底を図り、法令に基づき厳正に対処してまいりま

す。併せて、昨年、九州管内で初めて、自動車整備士の皆様の現場の声を

お聞きする「車座対話」を実施しました。皆様方の現場の声を今後の施策

に反映し、自動車技術の高度化に応じた整備環境の充実と整備要員の技能

向上などのサービスの高度化及び自動車整備業の人材確保に努めてまいり

ます。  

 

事業用自動車の事故防止については、「事業用自動車総合安全プラン２

０２５」の目標達成に向け、引き続きバス・タクシー及びトラックにおけ

る安全かつ安心な輸送サービスの提供ができるよう関係機関と一丸となっ

て取り組みを進めてまいります。  

また、近年問題となっている「大型車の車輪脱落事故防止」について、

関係機関・団体の協力のもと取り組みを進めてまいります。  

 

３年以上にわたり猛威を振るった新型コロナウイルス感染症も昨年５

月に５類感染症へ引き下げられ、世界的な半導体不足やサプライチェーン

の混乱に伴う新車の供給不足も回復が見られるなど、昨年は社会経済活動

の本格的な回復へ明るい兆しが見え始めた１年となりました。  

世界的な脱炭素社会の実現に向けた動きに伴い、自動車のＥＶ化など次

世代自動車への転換が進み自動車産業にとって大きな変革の時期を迎えて

おりますが、成熟度を高めたクルマ社会においては、自動車に係る安全・

安心や環境問題に対する取り組みが強く求められております。    

今後とも、関係機関の皆様と連携を図りながら、職員一同業務を遂行し

てまいりますので、より一層のご理解とご協力をお願いいたしますととも

に、本年が明るい年となりますよう祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさ

せていただきます。  

 


